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高校における「いじめ防止能力」の評価に関する研究

藤井義久（岩手大学）

キーワード：いじめ防止能力

目 的

文部科学省 の平成 年度調査によると

全国のいじめ認知件数は，小学校 件（前

年度より 件増），中学校 件（前年

度より 件増），高校 件（前年度より

件増）と，すべての校種において大幅増と

なっている。各学校において，いじめに対する早

期対応が進んできたことが，いじめ認知件数の大

幅増加につながってきていると考えられる。しか

し，「いじめ」が起きてから教職員が対応する方式

では，「いじめ」が多発する学校では今後対応が追

いつかなくなってしまうことも想定される。

従って，各学校では，今後，「いじめ」の防止対

策にも積極的に取り組んでいくことが望まれる。

特に いじめ防止の観点から 「いじめ」をしない

させない，止めさせる能力，いわゆる「いじめ防

止能力」を育てる教育を行っていく必要があると

考える。そこで，本研究では 高校生を対象にして

学校現場において育成することがますます重要に

なるであろう「いじめ防止能力」の評価観点につ

いて明らかにすることにした。

方 法

調査対象 東北地方の公立高校に在籍する生徒（

～ 年） 名（男子 名，女子 名）

調査手続 授業時間中，担任によって，以下の調

査内容からなる質問紙を一斉に配布し 回答終了

後，直ちに質問紙を回収する方式で調査を実施し

た。なお，調査実施に当たっては，倫理的配慮の

観点から「答えたくない質問については答えなく

てもよいこと」，「成績に全く関係のないこと」な

ど 調査対象者に予め口頭及び文書で伝えた。

調査内容

フェイスシート

調査対象者の属性（性，学年）について尋ねた。

いじめ防止能力尺度（暫定版）

現職の教職員に対して，「どういった能力を育て

ることがいじめ防止につながるか」と質問し 自由

に回答してもらう方式で収集された 項目から

成るオリジナル尺度である。（ 件法）

いじめ経験尺度

過去 か月以内に「いじめ」と疑われる行為（

項目）をどのくらい受けたか それぞれ 件法（は

い，いいえ）で回答を求めた。

分析手続 デ－タ分析に当たっては 統計パッ

ケージである を用いた。

結果と考察

項目分析 「いじめ防止能力尺度」（暫定版，

項目）の各回答に対して 点から 点（全くあて

はまらないーとてもよくあてはまる）という得点

を与え，各項目得点の平均値及び標準偏差につい

て算出した。その結果，平均値が相対的に最も高

かった項目として「誰かに嫌なことをされている

友達に対して何とか力になってあげたいと思う」

，逆に最も低かった項目として「誰かに嫌

なことをされたら先生に相談する」（ ）が挙げ

られた。

因子分析 「いじめ防止能力尺度」（暫定版，

項目）について，主因子法・プロマックス回転に

よる因子分析を行ったところ， つの因子が抽出

された。すなわち，「感情コントロール因子」（例：

自分の思い通りにならないとイライラすることが

あるー反転項目），「共感・協調性因子」（例：誰と

でも協力して活動することができる）「アサーシ

ョン因子」（例：誰かに嫌なことをされても相手に

止めてとは言えないー反転項目）「規範意識尺度

（例：友達の失敗や間違いを決して笑ったりしな

い）である。今後は，以上の つの観点で 高校生

の「いじめ防止能力」を多面的に評価していくこ

とが望ましいと言える。

いじめ防止能力の得点分布 いじめ防止能力得

点の分布は正規分布に近い形であったので，全体

及び下位尺度ごとに 段階評価基準を策定した。

いじめ防止能力の性差及び学年差 二要因分散

分析（性×学年）の結果，いじめ防止能力の性差

及び学年差は認められなかった。

いじめ防止能力といじめ経験との関係 目的変

数を「いじめ経験」，説明変数を「いじめ防止能力」

として回帰分析を行ったところ，負の回帰直線が

得られた。すなわち，いじめ防止能力が高ければ

高いほど，いじめを受ける経験が減る傾向が明ら

かになった。
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「学習規律」の現状分析
―公開資料の分析から―

磯村陸子（千葉経済大学短期大学部）

キーワード：学習規律，小学校，スタンダード

調査の目的と背景

子どもは入学後に学校の授業という場で他者とと

もに学ぶための姿勢・技術を身につけていく。「学習

規律」という概念は，従来，集団での学習参加に必

要な行動やふるまいといった外的な要素と，それを

支える自主・共同的な学習についての価値観や態度

といった内的な要素の両方を含むものとして論じら

れてきた（住野， ）

一方近年，学力向上を目的として授業の構造や内

容・指導方法などに関し，一定の標準・モデル（＝

スタンダード）を定める「授業のスタンダード化」

の動きが広がっている。それらの中には，学習規律

を「授業の参加に際し，守るべきルール・きまり」

として設定したものが含まれている。

スタンダードの多くが，国の教育政策を踏襲して

教育委員会が策定したものであることが指摘されて

おり（勝野， ），自治体の独立性，また学校や教

師そして子どもの主体性という観点（苫野， ）

や，教師の専門性への影響（勝野，前出）といった

観点から批判的検討がなされている。また，教室に

おける実際の指導場面において教師がどのように学

習規律の内在化を促しているか（伊藤， ，八木，

），教師が学習規律をどうとらえ，実際にどのよ

うな内容を指導しているか（井上・小泉， ）等

の研究が行われてきている。

しかし，現在学校現場において「学習規律」がど

のような文脈で用いられ，どのように機能している

のか，「学習規律」の現状を俯瞰・網羅的に明らかに

しようとする試みが十分になされているとはいえな

い。そこで，本研究では，インターネット上に公開

されている資料をもとに，「学習規律」をめぐる現状

の全体像を描く手がかりを得ることを試みた。

調査の方法

「学習規律」「小学校」をキーワードとしてインター

ネット上の資料検索を実施した。検索の結果表示さ

れた資料のうち，小学校・教育委員会のいずれかに

より発信されたものを抽出した。最終的に， 点

の公開資料を分析の対象とした。

各資料について，以下の点を確認した。

１）資料の作成・掲載主体と場所・資料の種類

２）資料の目的・文脈・キーワード

３）学習規律の内容についての記述

４）学習規律の指導方法についての記述

◎規律の内在化に向けた指導・働きかけ

調査の結果

１）資料の作成・掲載主体や場所・資料の種類

都道府県・市町村教育委員会の 研修資料・ハン

ドブック／研究報告書／教育の計画書／調査結果報

告書／事業の取組紹介資料／

各中学校区・各学校の 学校紹介資料／教育・学

校経営の計画書／評価資料・報告書／研究報告書／

指導用教材（掲示，パンフレット，手引き）／指導

資料（手引き）／ （学校だより）／ブログ記事

２）資料の目的・文脈・キーワード

→「学力向上」「小中一貫教育」を中心とし，様々な

文脈で言及されていた

「学力向上」「授業改善」「授業の効率化」

「小中一貫教育」「幼保小接続」「幼保小中連携」

「いじめ防止」「人権教育」「道徳教育」「規範意識」

「特別支援」「ユニバーサルデザイン」「 活用」

「若手教師」「学級経営」「生活指導」

３）内容についての記述（どのような内容）

→授業前・中・後の各内容に関する記述がみられ，

詳細さのレベルは様々であった

持ち物／授業準備／

着席／姿勢／あいさつ・返事／プリントの配布／ノ

ートの書き方／話し方・発表の仕方・話型／聞き方

／話合い・対話の仕方／挙手の仕方／考え方／音

読・黙読

朝の学習／朝ごはん／前日準備

４）指導方法についての記述（どのように指導）

→以下のような，主に規律の設定・定着方法に関す

る記述がみられた。

各学年・発達段階に応じた規律の設定／地域・学校

内でのすり合わせ→統一・共通理解／対応する教師

向け指導規律の設定

掲示（図示・標語など）による全体への提示／ハン

ドブック・手引き・カード等による個人への提示

強化期間・重点項目の設定／繰り返しの指導と徹底

／よい姿・できている姿をほめる／年度初めの集中

指導／定期的な定着のチェック・評価

家庭への周知・連携

◎規律の内在化に向けた指導・働きかけ

規律の役割・意義への言及

掲示等の規律の可視化・視覚化

（→常に参照可能に）

発達を踏まえた（応じた）規律の設定と指導

児童による定着の自己評価


